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研究成果の概要（和文）：本研究は、「立法者による法制度の変更は、どのような場合に、どのようにしてなさ
れるべきか」という問いに憲法の観点から取り組み、法制度を規律する基礎理論を構築することを目的としてい
た。本研究の研究成果として、1. 既得の権利の保護に関する日本の最高裁判所の判例法理の分析、２．信頼保
護原則と比例原則とのかかわりを違憲審査の枠組みの中で分析したこと（特に税法の改正が問題となった判例を
詳細に取り上げた）、3. 政策的にのみ形成された権利の縮減や廃止が問題となる場合について知的財産法制を
例に論じたこと、が挙げられる。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study was to approach the question, “When and how 
should a change in the legal system be made by a legislator?” from a constitutional perspective, 
and to construct a basic theory governing the legal system.
The research results of this study are threefold: 1. an analysis of the case law of the Japanese 
Supreme Court regarding the protection of vested rights; 2. an analysis of the relationship between 
the principle of protection of legitimate Expectations and the principle of proportionality within 
the framework of judicial review (especially the cases in which the amendment of tax laws was at 
issue); and 3. discussing cases in which the reduction or abolition of rights formed only by policy 
reasons is an issue, using intellectual property legislation as an example.
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キーワード： 信頼保護原則　比例原則

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
現代社会においては、急速で、かつ大きな変化に法制度が対応する必要性が高まっており、こうした法制度の変
更を法的に規律する理論枠組みの構築が喫緊の課題となっていた。本研究は、法制度の変更に対して法的な保護
を与え得る概念として「信頼保護の原則」が重要な働きをしているドイツ法を比較法的に分析し、法制度の柔軟
な改変の必要性とそれによって生ずる不利益との衝突が生じる場面について、憲法はどのような要請をするのか
を実際の事例に即して示した。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 
 研究開始当初、研究代表者は、財産権が憲法上どのように保障されるのかということを主たる
関心事として研究を行っていた。その一環として、財産権の現存保障、すなわち、既得の財産権
者に対する保障がどのように行われるべきかという問題にも取り組み、ドイツにおける議論を
参照していたところ、ドイツ連邦憲法裁判所の判例及び学説において、信頼保護原則に重要な位
置付けが与えられていることに気が付くに至った。もっとも、信頼保護原則は、財産権保障とは
離れた領域でも問題となるものであり、その内実を深く理解するために、より包括的な研究を行
うこととした。 
 そもそも、法の継続性は、法が法として機能するための不可欠の要素である。人々は、いつ変
わるとも知れない法に従おうとはせず、安定性を欠く法はその規範力を失うこととなろう。しか
しながら、状況の変化に対応することもまた、法が社会において適切に役割を果たしていくため
に必要なことである。とりわけ、現代社会においては、急速で、かつ大きな変化に法制度が対応
する必要性が高まっており、こうした法制度の変更を法的に規律する理論枠組みの構築が喫緊
の課題となっていた。 
 
２．研究の目的 
 
 本研究は、「立法者による法制度の変更は、どのような場合に、どのようにしてなされるべき
か」という問いに憲法の観点から取り組み、法制度を規律する基礎理論を構築することを目的と
していた。「法制度の柔軟な改変の必要性」と「それによって生ずる不利益」との衝突が生じる
場面に際して、憲法はどのような要請をするのかについて考察してきた。特に、ドイツにおいて
議論が盛んに行われている憲法上の信頼保護原則の保障内容と機能、限界を検討することを課
題としていた。 
 
３．研究の方法 
 
 研究の方法として、ドイツ法との比較法的研究を中心に行うこととしてきた。ドイツでは、法
の継続性、信頼保護の要請に憲法上の位置付けが与えられており、それゆえ、憲法学の観点を採
りいれた議論を容易に参照でき、また、信頼保護原則を憲法上の原則として取り扱うドイツ連邦
憲法裁判所の判例が確立しており、多数の事例が存在している。本研究ではそうした判例を分析
対象とした。 
 法の継続性や信頼保護の要請は、あらゆる個別法分野に通底する問題である。信頼保護原則の
具体的な適用場面として特に議論が盛んに行われている個別法領域における法解釈、法政策に
おいては実際にどのような点が問題となっているのかを明らかにすることを目指した。 
 本研究は、ドイツ及び日本における関連論文、判例を収集し、読み込んだ上で、論点を抽出し、
議論を組み立てる作業を中心として進めてきた。当初、ドイツの大学を訪問して資料収集や公法
学者との意見交換の機会を設けることも計画していたが、研究期間の途中に、新型コロナウイル
スの世界的な流行にみまわれ、実行することが叶わなかった。また、産前産後の休暇及び育児休
業の取得のため、本研究の 1 年半の中断が生じた。そのため、研究期間の延長を 1年行い、研究
を進めた。 
 
４．研究成果 
 
 本研究の研究成果は、大きく以下の 3点にまとめられる。 
(1) 既得の権利の保護に関する日本の最高裁判所の判例法理の分析 
現在に至るまでの最高裁判所の見解の基礎を形成したものとして、最大判昭和 53 年 7 月 12 日

民集 32 巻 5 号 946 頁（国有農地売払い特措法事件）を素材に、日本の最高裁判所判例において、
既得の権利保護についてどのように考えられているかを分析、検討した〔雑誌論文 1.〕。同判決
では、既得の財産上の権利に影響を及ぼすような形で後から制定された法律（事後法）の合憲性
が問題となっていたところ、最高裁は、憲法 29 条 2 項によれば、法律でいったん定められた財
産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである
限り、これをもって違憲の立法ということができないことは明らかであるとし、右の変更が公共
の福祉に適合するものであるかは、いったん定められた法律に基づく財産権の性質、その内容を
変更する程度、及びこれを変更することによって保護される公益の性質などを総合的に勘案し、
その変更が当該財産権に対する合理的な制約として容認されるべきものであるかどうかによっ
て、判断するものとした。つまり、ここで用いられている判断枠組みにおいては、特措法による
財産権の内容変更それ自体が、憲法 29 条 2 項にいう公共の福祉に適合するようにされたものか
について審査されており、既得の権利それ自体の侵害が別の枠組みで審査されているものとは



異なる。本事案においては、売払いを求める権利は、更に国の売払いの意思表示又はこれに代わ
る裁判を必要とするような権利であり、具体的権利としての成熟度が低いものとされ、また、特
措法によって売払いを求める権利自体が剝奪されるのではなく、権利の内容である売払いの対
価が変更されるにとどまるものであったという事情も、上記判断枠組みの中で既得の権利への
考慮がさほどなされていないことに関わっている。こうした見方は、既得の権利の保護に関する
最高裁の判例法理全体の傾向とも合致するものである。 
 
(2)信頼保護原則と比例原則とのかかわり 
 法改正が信頼保護原則に違反しているかどうかは、違憲審査の枠組みの中では比例原則によ
って判断される。信頼保護原則がドイツ連邦憲法裁判所の違憲審査において、実際にどのように
用いられてきたのかを把握するために、税法の領域における判例の分析を行った。とりわけ、
2022 年 12 月 14 日連邦憲法裁判所第二法廷決定を取り上げ、検討した〔雑誌論文 2. 学会
発表 1.〕。機関関係制度（ドイツ法人税法によれば、法的に独立した企業は課税所得に対す
る税金を基本的に独立して決定し支払う必要がある。このため、グループ全体としては赤字
でもグループ企業のうち少なくとも 1 社が利益を上げていれば、依然として法人税が課さ
れる可能性があるが、法人税法上の機関関係制度を形成することで、これを回避し得る。）
が形成される前の超過支出（商事貸借対照表上の利益が、税貸借対照表上の利益を超える場
合の支出）について、それを課税対象とするか否かに関わる解釈の違いが、租税行政庁、学
説、州財政裁判所、連邦財政裁判所の間で示されていた。こうした状況の中、連邦政府が、
機関関係制度前の超過支出は課税対象となる利益配当であるとする法案を連邦議会に提出、
この法案は、連邦議会及び連邦参議院で可決され、連邦法律公報で公布された。この法改正
により、法人税額が増額となる会社が生じることが問題となる。 
 税法領域における信頼保護原則については、これまでにも連邦憲法裁判所により判例が
蓄積されてきていたところである。すなわち、審査の方向性を示すものとして真正遡及効と
不真正遡及効とを区別した上で、後者の場合にその遡及が許されるかどうかが多様な税法
上の状況を考慮に入れ比例原則によって判断するというものである。そして、この比例原則
審査においては、法改正が、法の目的を促進するために適切かつ必要であるか、損なわれた
信頼の重さと法変更を正当化する理由の重要性、緊急性を総合的に衡量して期待可能性の
限界を超えていないかが審査される。損なわれた信頼の重さは、その信頼がどの程度保護に
値し、保護を必要としているかによって決まる。本決定では専らこの点に焦点が当てられ、
いつの時点でのどのような信頼が保護に値するのか、学説や行政実務での取扱いなども考
慮に入れて、ケースごとに詳細に検討されている。 
 
(3)信頼保護原則と基本権論 
信頼保護原則は、連邦憲法裁判所における違憲審査において多数用いられ、重要な役割を果た

してきた概念であるが、同原則がいわゆる基本権ドグマーティクにおいてどのように位置付け
られるのかについて、また、同原則の根拠付け（法治国家原理か財産権、職業の自由等の個別の
基本権か等）については、今日に至るまで議論が重ねられてきたドイツにおいても未だ明確にさ
れていないと言わざるを得ない状況にある。個別の基本権の問題となり得ない場面においても、
信頼保護原則違反が審査される場合もある（例えば、洋上風力発電に投資をしてきた事業者が関
政策転換に伴う法改正により損失を被った場合：2020年 6月30日連邦憲法裁判第一法廷決定）。
信頼保護原則と基本権論との全体の関係を整序した論文を執筆、公表することを予定していた
が、研究の遅れにより研究期間中に実施するに至らなかった。今後、研究成果をとりまとめる作
業を継続し、論文として公表したい。 
加えて、今後の展望を記しておくと、比例原則審査の中で考慮に入れられるのは、信頼保護原

則の他に、立法の合理性、効率性といった要素もある。こうした概念について今後、精査してい
くことを別途、計画しているところ、信頼保護についてもあわせて考察し、関係性を整理してい
きたいと考えている。 
 
(4)知的財産法制の変更 
 現有財産として保障される憲法上の財産権の中には、政策的な理由のみに基づいて創設され
た権利も含まれている。そして、それが、政策的な理由のみに基づいて創設された権利であると
いうことは、それに憲法上の財産権としての保障が及ぶことを否定することにはならない。政策
的な理由のみに基づいて権利を創設する場合、権利をどのように形成するかという局面では、立
法者の判断に委ねられる、つまり、どの程度の保障内容を有する権利として創設しても良いが、
他方で、一旦、権利が創設された後には、憲法上の財産権保障の観点から、その内容の縮減が許
されるかどうかが審査されることとなる。このように、事後の政策の変更によって政策的にのみ
形成された権利の内容が縮減されたり、廃止されたりした場合に、憲法上の保護がどのように及
ぶのかという点に関連して、知的財産法制の問題を取り上げ、論文を作成した（雑誌論文 3.）。 
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